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北海道理学療法士会道東支部は、北見市が実

施した「適切なケアマネジメント手法を活用したケ

アプラン支援事業」を当会の実践研修としても活

用しました。ケアプラン支援事業は助言を通じて間

接的にケアプランを支援するものですが、単にケアマ

ネジャーの思案を手助けするに留まらず、理学療

法士側の職能教育にとって最も重要な“倫理のコ

ア”を醸成する機会になると考えたからです。 

 利用者とケアマネジャーの“思い”に寄り添って助

言を作成するプロセスは、主に医療機関で働くわた

したちに退院後の姿（即ち高齢者の日常）とそ

れに向き合うことの大切さを教えてくれました。そし

て、「〇〇部門だから」、「〇〇専門職だから」と

いった衣を取り払い、“人として人の願いとどう向き

合えるか”についての考えを強制させました。理学

療法士側の研修のある場面では、あるセラピストが

助言することを「重い」と表現し、それに全参加者

が同意していたシーンが印象的でした。この重圧

は、わたしたちが有する専門的知識、特に手技や

評価に立脚しない正否なき知見（臨床推論）が

真に人生を支援し得るかといった責任と、そんな存

在でありたいと願う自分たちの初心を思い起こさ

せ、職能アイデンティティと視野を拡張させることに

つながっています。 

 ともすれば我々はこれまで、所属機関のユニ

フォームで自らを守ることで連携を形骸化させ、本

当に向き合うべきことから逃げていたのかもしれませ

ん。この研修は自分／仲間の取り組みとして助言

を体験しながらときに仲間とアドバイスし合うことで、

その感覚を加速させる機会を与えてくれました。多

職種連携におけるケアマネジメント支援と専門職

教育のこれから  

 ついに2025年に到達し、我が国では人口減・高

齢社会における対応の訴求性がますます高まって

います。これを乗り越えるためには新たな連携の形

とそれに適応

できる職能人

材 の 育 成 が

重要です。社

会 の 縮 小 は

止められない

た め、従 前 の

連携は通用し

なくなってきました。縦に広がる高度化・分科された

医療・介護体制はもちろん重要ですが、そこに絡

まって専門職が垣根を越えて支え合える“横へ拡が

る・ゆとりのあるネットワークの構築”は特に必要に

なってくると思われます。あくまで理想像としての私見

北見市医療・介護連携支援センター 

ニュースレター 

北見市医療・介護連携支援センター

のホームページです 是非ご覧下さい 

本年5月に東京で開催されたWorld Physiotherapy Congress 2025「世界理学療法連盟学会2025」に

て、米田 将基さん(北見市南部地区地域包括支援センター 理学療法士)がポスター発表しました。タイトルは

“Enhancing Consultation Skills of Japanese Physiotherapists Through Educational Reforms in 

a Care Management Assistance Project” (ケアマネジメント支援事業を活用した教育改変による日本理

学療法士の相談援助スキル向上)です。これまで当センターが実施したケアプラン支援事業をベースとした理学療

法士としての活動をまとめたものです。そこで地域やケアマネジメント支援における医療専門職の取り組みや意義

について米田さんへご寄稿をお願いしました。 
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北見市内医療機関・介護保険

事業所・医療・介護関係団体

等全256ヶ所へ配信しています。 

配信希望の方はセンターまでメー

ルをお願いします。 
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高齢者の家族が医療的対応に納得しているかどうかの調査協力のお願い 

令和7年度の在宅医療・救急医療ワーキングチーム会議の活動について 

令和7年度の在宅医療・救急医療ワーキングチーム会議では、高齢者の家族が医療的対応に納得しているかどうかの調査を

実施する予定です。調査対象は特別養護老人ホームをはじめ、有料老人ホームなどを対象予定としています。 

 在宅医療・救急医療ワーキングチーム会議では、本

人の意思に反した（延命を望まない患者の）救急搬

送が散見され、あらかじめ家族等と話合いを行っていな

いこと等から望まない救急搬送が行われ、その結果、救

急現場や医療現場での対応に課題が生じていることな

どの課題解決に取り組んでいます。その活動目標の一

つに「高齢者の家族が、医療的対応に納得することが

できる」を挙げています。 

 令和7年度ではこの現状を把握するため、高齢者施

設入所し、死亡退所された方のご遺族に対するアン

ケート調査を検討しています。最期の医療やケアの対応

に対する家族の納得を測るのは非常にデリケートな領

域でありますが、これらを関係者が把握することでよりよ

い最期の医療やケアの対応につなげていきたいと考えて

います。 

 調査票は現在作成中であり、令和7年8月より各施

設へご協力をお願いする予定です。現段階で検討中の

設問例として「亡くなる前1カ月間の患者の療養生活」

に対し①痛みが少なく過ごせた、②からだの苦痛が少な

く過ごせた、③おだやかな気持ちで過ごせた、④望んだ

場所で過ごせた、⑤ご家族やご友人と十分に時間を過

ごせた、⑥ひととして大切にされていたなどの項目を想定

しています。また亡くなった場所で患者さんが受けた医

療・ケアについて、①医療者は患者さんのつらい症状に

すみやかに対応していたか、②患者さんの不安や心配を

やわらげるように、医師、看護師、介護職員は努めてい

たか、③医師の患者さんへの病状や治療内容の説明

は十分だったか、などの項目を検討中です。 

 まずは令和7年7月に開催される在宅医療・救急医

療ワーキングチーム会議にて検討を行います。その前段

階として令和7年7月1日に開催される「第2回 高齢者

施設意見交換会(4ページ参照のこと)」にて、参加され

る高齢者施設の皆さんよりご意見を頂戴します。 

 急変時における関係機関の連携体制の構築や、高

齢者施設における急変時対応と情報伝達の均てん化

を通じ、本人の意思を尊重するための対応の充実のた

め、是非ご協力をいただきますようお願いいたします。 

 

ですが、各事業所や機関同士の接続だけでなく、その

専門職同士が（いっそ民間企業や地域住民までもが

巻き添えになって）、気軽に連絡を取り合えるようなゆ

るやかな連動環境が整うと、社会資源のネットワークが

よくたわんでしっかりと地域を受け止められるだけでなく

（介護の重度化によって住民が地域から転げ落ちな

い・排斥されない）、お互いの職務を支え合って社会の

持続力を支持する構造体へ発展できるかもしれませ

ん。 

 この観点で、報告したような多職種連携のあり方は

情意教育としても活きてくるでしょう。効果的な相談援

助スキルの習得は、例えば医療機関内において患者や

家族、他の医療従事者との円滑な協力関係に寄与す

るだけでなく、院外や地域に対する社会的な連動を可

能にして、退院支援や復職支援、地域づくりといった側

面にも貢献します。地域の安定や介護の重度化予防

の促進は、入院・受診に伴う医療機関への圧力軽減

にも（社会資源が縮小する時代においては特に）効

果が期待されます。いったん専門職を脱ぎ捨てて疾患

等ではなくその人の意思と全員で向き合うことは、専

門家としてのunlearningとチームワーク促進以上に、

社会から求められている地域のあり方なのかもしれませ

ん。 

地域社会における理学療法士の重要性  

 参加した理学療法士は活動を通じて地域社会にお

ける自分たちの重要性を再認識し、新たな出発をは

じめたところです。今後、本事業には北海道薬剤師

会北見支部が参画する予定もあるとお聞きしていま

す。理学療法士会としてはこの動きを追い風にして内

外からこの火種を絶やさぬよう、引き続き地域が求め

るところにわたしたちの職能を活用させていきたいと思

います。 
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外来診療から訪問診療へ 

 ある医師からの言葉で気づいたことがありました。外来診

療をACPの起点としてはどうかというものです。まずは通院

から訪問診療への切り替えのタイミングで実施してはどうで

しょうか。通院が困難となり、これまでのかかりつけ医が訪

問診療医へ診療情報を提供する際、ACP情報も併せて

提供してはどうでしょう。訪問診療の開始にあたり、これま

での診療情報以外に本人の社会的な背景や意向を訪

問医が改めて聞き取るのは難しいのだろうと想像します。

訪問診療が選ばれる理由は身体機能の低下のみならず

人生の最終段階に近づいている場合もあり、単なる診療

情報提供とは異なります。高齢患者にとってかかりつけ医

が変わるということは大きな変化ですから変更のダメージを

軽減させる配慮は必要だと思います。 

ACPのはじめづらさの壁 

 そこでACPは通院中の段階から医師が高齢者に対し、

望む医療・ケアの検討を外来医師が提案してはどうでしょ

うか。高齢者医療において、ACP(アドバンス・ケア・プラン

ニング)の推進が求められています。当センターが昨年ケア

マネジャーを対象に実施した調査によるとACPを実施して

いる介護支援専門員は58％でした。しかしACPの開始

にあたりケアマネジャーは悩んでいます。「どう言ったらいいか

分からない」「開始するタイミングが難しい」というのです。

ACPは事前指示書と異なり、本人の医療・ケアに対する

意向です。人工呼吸器や気管挿管をするのかしないの

か、といった医療処置の意思決定ではありません。しかしど

うしてもACPには事前指示(AD)と同様の医療処置に対

する意思表示の選択というイメージがつきまといます。介護

支援専門員のみならず患者さんも医療処置の選択という

イメージを持ってしまうことがACPの推進にブレーキをかけて

いるのではないでしょうか。 

医師がスイッチを押す 

 そこで提案したいのが、ACPの開始を前述の外来診療

から訪問診療へ切り替わるタイミングのみならず、通院中

の高齢者に対し早い段階から患者さんが望む医療・ケア

の検討を外来医師が提案してはどうでしょうか。またこれを

医師から家族やケアマネジャーへし話すよう促したり、場合

によっては、介護支援専門員へ伝えてはとうでしょうか。   

 少なくとも医師からこういった話しを切り出し、患者さんが

考えるきっかけだけでも作ることができれば、介護支援専

門員や訪問看護師は医師の提案を受け、時間をかけ患

者さんとその話しをすることができそうです。高齢の患者さ

んに対し、まずは医師がACPのスイッチを押す。これで多く

の方が急変時の「気持ちの準備」へ切り替えることができ

るのではないてしょうか。むろんこういった取り組みを既に実

施している医師もいるのは承知しています。さらに地域全

体でこういった流れができないだろうかと思うのです。 

縮小社会における医療・介護連携 

 厚生労働省が昨年公表した資料(第12回 新たな地域医

療構想等に関する検討会)では将来、北網2次医療圏域に

おける診療所の勤務する医師数は2022年の87名から2050

年では43名へ半減する調査結果が報告されました。もっともこ

の推計の条件は診療所医師が80歳で引退し承継がなく、か

つ新規開業がないと仮定した場合です。しかし残念ながら起こ

りうる可能性の高い未来と思います。人口減少は地域の重要

インフラである医師数も減少するという点で、縮小社会は既に

始まっています。㈱日本総合研究所が発表したオピニオンの

「縮小社会とテクノロジー」では“人口減少には歯止めが掛から

ず、地域社会を「高齢化」の側面で語る段階は終わり、縮小

していくことを受け止めたうえでどのように地域の暮らしを継続さ

せていくかを考えねばならない段階に来ている。”と述べていま

す。これを踏まえると今後の医療・介護連携とは、縮小する医

療・介護資源を効率的に利用する方法を促す取り組みになる

でしょう。そこで具体的に以下を提案したいと思います。 

1.訪問診療の対象となる患者像を関係者で共有し、少ない訪問

診療資源で需要をコントロールする。 

2.心身機能が低下しても通院を支援する公的、私的サービスを

整える。 

3.心身機能が低下しにくい介護サービスの充実と地域の取り組

み。特に住民主体の通いの場を整備する。 

4.テクノロジーとヒトが協働する仕組みに挑戦する。 

縮小社会における医療・介護連携へ向けた取り組み 

 通所介護へ通っているのに訪問診療を受けている方がいま

す。少ない訪問診療の資源を枯渇させぬよう通院困難の原

因を探り、通院を可能にする介護サービスの充実が求められま

す。また通院困難の原因は様々です。交通インフラが不足して

いたり、送迎する家族がいないなどもあります。また認知症が進

み、長い待ち時間に耐えられないという場合もあるでしょう。医

療機関の受診時に待ち時間に耐えられない患者に対し、医

療機関側の配慮も必要です。また住民主体の通いの場を活

用した「元気な高齢者」の協力も検討すべきです。要介護認

定率は北見市の場合約21％です。ということは残り約8割の

方は「元気な高齢者」です。これらの方の協力も求めなければ

なりません。なにしろヒトがいないのです。 

 また高齢者自身が自らの暮らしをチェックしたり、社会との接

点をつくり社会的フレイルを遠ざける取り組みが重要ですが、人

口減社会にあってそれをヒトが実施していくことは現実的ではあ

りません。当職は高齢者が自身のスマートフォンと対話して普

段の健康状態や生活状況の変化をモニタリングする対話AIの

実証実験にも協力しています。他者との交流や対話の減少が

社会的フレイルの入口であることは既知のことです。ヒトではな

く、テクノロジーに代替させるという「勇気や挑戦」がこれからは

必要ででしょう。縮小社会への移行を見据えながら、医療・介

護に留まらない取り組みが求められます。 

縮小社会における医療・介護連携    
北見市医療・介護連携支援センター  関  建久  

医療・介護連携を考える上で前提となるのは人口の減少です。北見市も減少が続き、令和7年1月末時点では109,844

人となりました。15年後の2040年には87,124人になり、現在より20.68%の減少と推計され、生産年齢人口は25.5%

減少します。そこで縮小する社会における医療・介護連携のあり方について、考えたことを掲載いたします。 
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https://www.nouge.gr.jp/center/info/20241023_acp2.pdf
https://www.nouge.gr.jp/center/info/20241023_acp2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001335627.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001335627.pdf
https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=103466


発行者 北見市医療・介護連携支援センター   
〒090-0837 北見市中央三輪２丁目302-1 医療法人社団 高翔会 北星記念病院内  
電話: 0157-51-1244（センター直通）  FAX: 0157-51-1241 電子メール: kitami.medicare★nouge.gr.jp 
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（★を@に変えてください） 

令和7年度の取り組みのご紹介 -参加者を募集します- 

令和7年度も、適切なケアマネジメント手法、高齢者施設意見交換、通所サービス事業所意見交換、医療と介護の実践報告会や市

民フォーラムを開催いたします。皆様にご予定いただき、是非ご参加ください。 

現在申し込み中のイベントについては、申し込みのURL及びQRコードを掲載しました。 

第3回 適切なケアマネジメント手法セミナー 

日時：令和7年6月11日(水) 18:30～20:00 

場所：北見市役所5階 505会議室(オンライン参加あり) 

内容：「適切なケアマネジメント手法」とは、要介護高齢者本人

と家族等の生活の継続を支えるために、介護支援専門員の先

達たちが培ってきた知見に基づき、想定される支援を体系化し、

その必要性や具体化を検討するためのアセスメント/モニタリング

の項目を整理したものです。ケアマネジャーのみならず、退院支

援やサービス担当者会議などの場面で、多職種間で患者や利

用者の課題や支援内容を検討する際の共通言語として活用で

きます。多くの方に本手法をご理解いただくとともに、令和7年度

のケアプラン支援助言団体の募集を行います。 

申し込み： 

https://forms.gle/zwTqZFbnHvzxYiYz6 

締め切り：令和7年6月6日(金) 

第2回 高齢者施設意見交換会 

日時：令和7年7月1日 (火) 15:00～17:00 

場所：北見市役所 5階 505会議室 

対象：特養、老健、認知症GH、有料老人ホーム、サ高住な

どの職員の方 

内容：(意見交換の予定) 

● 急変時に救急隊や医療機関へ提供する情報項目(共通

フォーマット)の作成について 

● 救急対応力を高める研修内容について 

● 入所時に施設側で欲しい情報(ACP)など 

● DNARやACPの取り組み推進する方法について 

● これからの高齢者施設運営について 

申し込みURL： 

https://forms.gle/KzF7Rqn6t7ZrS4Br9 

締め切り：令和7年6月25日(水) 

第7回通所サービス意見交換会 

日時：令和7年7月18日(金)13:30～15:00 

場所：北見市役所5階 505会議室・入札室 

内容：通所を休まず継続する通所介護事業所の工夫や、ケア

マネジャーと通所介護事業所の情報交換や連携により対応する

事例を報告していただき、多様な対応方法を意見交換すること

で、休みがちな利用者への対応力を向上します。

事前アンケートにもご協力ください 

事前アンケート： 

https://forms.gle/j19pLyQJ6TG5Ww4c7 

参加申し込みURL 

https://forms.gle/KzF7Rqn6t7ZrS4Br9 

締め切り：令和7年7月14日(月) 

令和7年度北見圏域市民フォーラム 

日時：令和7年10月25日(土)13:30～15:00 

場所：北見市民会館 小ホール 

特別講演：健康と疾患の共存、健康とは疾患がない状態では

ない -在宅医からみた地域と病院の新しい挑戦-(仮題) 

講師：オホーツク勤医協北見病院 院長 菊地 憲孝先生(予定) 

要旨：健康とは疾患がない状態ではありません。持病があっても

生き生き暮らすことはできます。多くの方の診療を通じて思索を続

けてきた医師が、健康について、疾患があっても生き生き暮らすこと

について、また、生きることと死ぬことについてお話しします。 

その他、実践報告を予定しています。 

申し込み： 

https://forms.gle/ceKE1pi45nELTNd5A 

締め切り日 令和7年10月17日(金)まで 

第4回 北見市医療と介護の実践報告会 

日時：令和7年10月25日(土)15:30～17:10 

場所：北見市民会館 小ホール 

演題を募集中です(6演題) 

演題申し込み： 

https://forms.gle/RM5ZchNnArLhSgii7  
参加申し込み： 

https://forms.gle/ykdBk7WLK6oZSTLd9  
締め切り：令和7年10月20日(月)まで 

居宅・施設ケアマネジャー向けACP研修会(名称仮題) 

日時：令和7年11月21日(金) ※変更あり 15:00～17:00 

場所：北見市役所 5階 505会議室・入札室 

対象：北見市と近隣町の居宅および施設のケアマネジャー 

1) 実践報告 現場のケアマネジャーより 

2) 講義 ACPへの誤解とケアマネジャーが実施すべき対話(仮) 

要旨：ACPはどのような医療やケアを受けたいかという本人の意思

の話し合いですが、どこで亡くなるか、気管挿管をするかどうかなどの

「結果や結論」に指向しがちです。そこでACPとは具体的にどのよう

な話し合いでよいのかについて講義を行います。病状の安定期から

最終段階までの話し合いのレベルを学びます。 

3) 意見交換：施設入所時のACPの引継ぎとその必要性(案) 

趣旨：高齢者施設へ入所する段階では本人の意思確認は難し

く、入所後のケア方針の立案が難しいという話しを聞きます。その実

態と状態が安定している時期でのACP開始の難しさについて意見

交換を行います。医療機関から在宅、在宅から施設入所と看取り

までの各過程で各支援者の役割について考えます。 

申し込み：令和7年9月頃にご案内予定です 

https://forms.gle/zwTqZFbnHvzxYiYz6
https://forms.gle/KzF7Rqn6t7ZrS4Br9
https://forms.gle/j19pLyQJ6TG5Ww4c7
https://forms.gle/KzF7Rqn6t7ZrS4Br9
https://forms.gle/ceKE1pi45nELTNd5A
https://forms.gle/RM5ZchNnArLhSgii7
https://forms.gle/ykdBk7WLK6oZSTLd9

